


事後審査型条件付き一般競争入札 

 

次のとおり事後審査型条件付き一般競争入札を実施する。 

 

１ 一般競争入札に付する工事  

仕様書番号  総第２４号 

工事名   西可児分署解体・造成工事 

工事場所  岐阜県可児市東帷子字瑞光寺１６７９－５、字鍛冶屋洞３８２７

－２０ 

可茂消防事務組合南消防署西可児分署地内 

工事概要  西可児分署解体・造成工事 一式  

予定価格  ４９，８６３，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）  

工事期間  契約締結日から令和８年１月３０日まで  

低入札価格

調査制度  

適用（失格判断基準：有）  

低入札価格

調査制度の

算定式  

可茂消防事務組合ホームページ＞申請・届出＞１７ 入札・契約・

債権者登録関係＞１ 入札に関する様式及び記載例内に算定式が掲

載してある。 

ホームページアドレス： https//www.kamo-fire.jp/ 

特別簡易型

総合評価落

札方式  

適用しない  

前払い金の

有無  

有  

部分払いの

有無  

有  

工事費内訳

書の提出  

有  

議会の議決

の有無  

無  

現場説明の

有無  

無  

http://www.city.minokamo.gifu.jp/keiyaku/


入札保証金  免除  

契約書作成

の要否  

要  

入札方法  この工事は、資料提出及び入札を書面入札により行うものとす

る。 

契約保証金  契約金額の１００分の１０以上に相当する金額。ただし、契約保

証金に代わる担保として、国債等の有価証券又は金融機関の保証

若しくは前払金保証事業会社の保証の提供があった場合は、契約

保証金の納付に代えることができるものとし、公共工事履行保証

証券による保証（瑕疵担保特約を付したものに限る。）を付した場

合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納

付を免除するものとする。  

その他  この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平

成１２年法律第１０４号）の対象工事である。  

  

２ 入札参加資格  

建設業許可  特定（建築一式工事）  

事業所の所

在地、業種

及び総合点

数  

可茂消防事務組合を構成する市町村（美濃加茂市、可児市、坂祝 

町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村及び 

御嵩町。以下「構成市町村」という。）内に本店又は支店（営業所 

等）を有し、かつ、公告日における建設業法（昭和２４年法律第 

１００号）に規定する建築一式工事に係る最新の経営事項審査に 

よる評定の総合数値が８００点以上であること。 

名簿登録  公告日現在、構成市町村の指名競争入札参加資格者名簿の「建築

一式工事」に登録されていること。  

施工実績  平成２７年度以降に、３，０００万円以上の公共工事を元請けと

して施工した実績があること。 

配置技術者  (1) 建設業法第１９条の２の現場代理人及び同法第２６条第１項 

に規定する主任技術者又は同条第２項に規定する監理技術者を

雇用していること。 

(2) 前号の現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を申請日前

３か月以上継続して雇用していること。 

その他  入札公告共通事項（事後審査型）に示すとおり。また、この公告

に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）、可茂

消防事務組合契約規則（平成２６年可茂消防事務組合規則第６



号）第２条の規定により例によることとされた美濃加茂市契約規

則（昭和３９年美濃加茂市規則第５号）及びその他の関係法令に

定めるところによる。  

 

３ 入札日程 

手続  期間・期日  方法・場所  

設計図書の

閲覧・貸与  

公告日の午前８時３０分か

ら令和７年８月７日（木）

午後４時まで  

 

※総務課財政係窓口 

平日午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

(1) 総務課財政係で閲覧及び可茂消 

防事務組合のホームページから設 

計書のダウンロードが可能。 

(2) 総務課財政係で設計図書（ＣＤ－ 

ＲＯＭ）を貸与する。なお、貸与し

た設計図書については、入札日まで

に持参又は郵送により返却するこ

と。  

質問の受付  公告日の午前８時３０分か

ら 令 和 ７ 年 ７ 月 ２ ５ 日

（金）正午まで  

総務課財政係へ電子メールで提出する

こと。また、メール受信の確認を電話

により行うこと。 

メールアドレス： 

zaisei@kamo-fire.jp  

質問の回答  令和７年７月２８日（月）

午後１時から  

質問の有無にかかわらず可茂消防事務

組合のホームページで公開する。  

入札参加 

申請受付  

公告日の午前８時３０分か

ら令和７年８月４日（月）

午後４時まで  

 

※総務課財政係窓口 

平日午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

事後審査型条件付き一般競争入札参

加申請書（様式第１号。申請書は、 

「可茂消防事務組合ホームページ＞申

請・届出＞１７ 入札・契約・債権者

登録関係＞１ 入札に関する様式及び

記載例」内にある。）を総務課財政係

まで持参すること。 

ホームページアドレス：

https://www.kamo-fire.jp/  

入札参加 

資格の通知  

令和７年８月５日（火）  入札参加資格の有無を電子メールに

より通知する。 

開 札  令和７年８月８日（金） 

午前１０時から 

場所：可茂消防事務組合 

消防本部 ３階大会議室 

(1) 入札参加者は、開札時間まで入札 

書及び工事費内訳書を持参するこ

と。入札書は、「可茂消防事務組合

ホームページ＞申請・届出＞１７入



札・契約・債権者登録関係＞１入札

に関する様式及び記載例」内にある

様式とする。 

(2) 入札参加者は、名刺を提出するこ 

と。なお、入札を委任されている場 

合は、委任状の提出をすること。 

(3) 入札は、入札書及び工事費内訳書 

を封書に入れ入札すること。 

(4) 入札回数は、１回のみとし、再度 

入札は行わない。 

(5) 予定価格の制限の範囲内で最低の 

価格をもって有効な入札をした者を

落札候補者とする。なお、落札候補

者となるべき同価格の入札をした者

が２以上あるときは、くじによって

落札候補者を決定する。この時、落

札候補者となるべき同価格の入札を

した者は、くじを引くことを辞退す

ることができない。  

落札候補者

の資格確認

申請書（落

札候補者の

み） 

令和７年８月１３日（水） 

正午まで 

※総務課財政係窓口 

平日午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

事後審査型条件付き一般競争入札参加

資格確認申請書（様式第２号）を総務

課財政係まで持参すること。 

（公共工事の施工実績が確認できる

ものとして、契約書のかがみのほ

か、完成させたことが確認できる書

類を提出すること。）  

 

４ 入札の無効                  

 可茂消防事務組合契約規則第２条の規定により例によることとされた美濃加茂市

契約規則第１６条の規定に該当する入札は無効とする。     

 

５ 担当課                  

区 分  担当課名  電話番号  

入札担当課  総務課（財政係）  ０５７４－２６－０１４４  

工事担当課  総務課（財政係） ０５７４－２６－０１４４  

 

  



入札公告共通事項（事後審査型） 

  

１ 入札参加資格に関する事項 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しないこと。 

(2) 可茂消防事務組合指名競争入札参加者選定要綱（平成２６年可茂消防事務

組合訓令甲第１３号）第２条に規定する構成する市町村の入札参加資格者

名簿に登録されていること。 

(3) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３に規定する経営事

項審査による評定の総合数値が入札案件ごとに定める数値以上であること。 

(4) 当該工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者その他必要な職員を適

正に確保していること。また、その技術者は、本件の申請時前３か月以上正

規被雇用者であること。 

(5) 入札の公告の日から入札の日までの間に、構成市町村の入札参加資格停止

（指名停止）措置を受けていないこと。 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第４号まで及び第６号の規定に該当する団体又は構成員で

ないこと。 

(7) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続きの開始の

申立てがされている者にあっては、同法に基づく更生計画認可の決定を受け

ていること。 

(8) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づき、民事再生手続

きの開始の申立てがされている者にあっては、同法に基づく民事再生計画認

可の決定を受けていること。 

(9) その他工事ごとに必要と認める資格があること。 

  

２ 入札参加の申請に関する事項  

(1) 入札に参加希望する者は、事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書

（様式第１号）を提出してください。 



(2) 入札参加資格の確認については、申請時に行う基本的な事前確認と開札後

に落札者を決定するために提出を求める事後審査型条件付き一般競争入札参

加資格確認申請書（様式第２号）の添付資料に基づいて行う書類審査の２段

階に分けて実施します。 

(3) 基本的な事前確認の結果については、電子メールにより通知します。 

(4) 申請受付期間内に申請がない者又は基本的な事前確認により参加資格がな

いと認められた者は、入札に参加することができません。 

  

３ 設計図書の閲覧及び質疑応答 

(1) 設計図書等の閲覧 

可茂消防事務組合のホームページでの設計書の閲覧及びダウンロード又は

総務課財政係で閲覧が可能です。 

(2) 質疑応答 

ア 設計図書等に関して質問がある場合は、可茂消防事務組合のホームペ

ージ内の様式により総務課財政係へ電子メールで入札公告に示す期限内

に提出することができます。提出は電子メールにより行い、提出後、電

話により受信を確認してください。 

イ 質疑があった場合、その回答については、可茂消防事務組合のホーム

ページ上で公開します。質問がない場合は、その旨を表示します。 

 

４ 入札手続に関する事項    

(1) 入札書は、書面入札による「入札書」により入札を行うこと。 

(2) 入札手続は、可茂消防事務組合契約規則第２条の規定により例によること

とされた美濃加茂市契約規則によります。 

  

５ 工事費内訳書の提出 

(1) 入札書に記載される入札金額に対応した紙媒体の工事費内訳書を開札場所

へ持参し入札書に添付、入札してください。内容は、数量書に掲げる工事内

訳、種目別内訳、科目別内訳及び中科目別内訳に対応する金額を表示してく

ださい。 



(2) 工事費内訳書の様式は任意とします。ただし、表紙に商号又は名称並びに

住所及び工事名を表記し、押印してください。 

(3) 工事費内訳書が以下のいずれかに該当する者の入札については、無効とす

ることがあります。 

ア 工事費内訳書の合計金額と入札額が一致していないもの 

イ 記載すべき項目を満たしていないもの 

ウ 一括値引きがあるもの 

エ その他の不備があるもの 

(4) 提出された工事費内訳書は返却しないものとします。 

  

６ 入札保証金及び契約保証金  

(1) 入札保証金 

免除 

(2) 契約保証金  

契約金額の１００分の１０に相当する金額。ただし、契約保証金に代わ

る担保として、国債等の有価証券又は金融機関の保証若しくは前払金保証

事業会社の保証の提供があった場合は、契約保証金の納付に代えることが

できるものとし、公共工事履行保証証券による保証（瑕疵担保特約を付し

たものに限る。）を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合

は、契約保証金の納付を免除するものとします。 

  

７ 入札参加資格の確認及び落札の決定  

(1) 開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者

（以下「落札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留

します。なお、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある

場合は、当該同価の入札に係る入札者にくじを引かせて落札候補者を定める

ものとします。 

(2) 落札決定を保留した後、落札候補者に事後審査型条件付き一般競争入札参

加資格確認申請書を２日以内に提出するよう求め、入札参加資格を満たす者

であるかを確認します。  



(3) 前項に規定する確認の結果により、落札候補者の取り扱いは次のいずれか

によるものとします。  

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合

は、その者を落札者とし、その旨通知します。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合

は、その者の入札を無効とします。この場合、予定価格の制限の範囲内

の価格をもって入札した者のうち最低をもって入札をした者を新たに落

札候補者とし、(2)の入札参加資格を満たす者であるかを確認します。以

後、落札者が決定するまで、同様の手順を繰り返します。 

(4) (2)の入札参加資格の確認に当たっては、当該落札候補者は、アに規定す

る事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類を開札日（(3)イ

において新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）の翌

日から起算して２日以内（可茂消防事務組合の休日を除く。）に提出し、

また、確認のために必要な指示に従わなければなりません。上記期限内に

申請書類等が提出されなかった場合、又は指示に従わなかった場合は、入

札資格を満たす者ではないとします。  

ア 申請書類 

(ｱ) 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書 

(ｲ) 建設業許可証の写し 

(ｳ) 経営規模等評価結果通知書の写し（最新のもの） 

(ｴ) 同種工事施工実績書（様式第３号） 

(ｵ) 配置予定技術者の同種工事施工実績書（様式第４号）  

イ その他  

(ｱ) 資料の作成に係る費用及び提出に係る費用は、入札参加者の負担と

します。 

(ｲ) 契約担当者は、提出された申請書類及び確認資料（以下「申請書等」

という。）を参加資格の確認以外に無断で使用しません。 

(ｳ) 提出された申請書等は返却しません。 

(ｴ) 提出後は、原則として申請書等の差し替え及び再提出は認めません。 



(5) 参加資格がない旨の参加資格不適格通知を受けた者は、その日から

起算して７日以内に理由の説明を請求することができます。この場合

において、参加資格がない旨の説明を求められた日から起算して７日

以内に、書面により回答をします。 

 

８ 契約の締結に関する事項  

(1) 落札者が決定したときは、当組合の定める工事の請負契約書の取り交わし

をするものとします。この場合は、契約書の作成費用は落札者が負担するも

のとします。 

(2) 落札者が特別の理由もなく落札決定の日から１週間以内に契約を締結しな

い場合は、その落札を無効とします。 

 


